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１１．５５  

 

受刑者の出願、審判請求、登録申請に  

ついて  

 

 

１．施設の長を代理人としてする受刑者の出願、審判請求、登録申請については、

施設の長の職名は記載しないこととする。  

２．施設の長の職名を記載してきたとき、又は発明者、出願人の住所に施設名を

記載してきたときは代理人に連絡し、その職名及び施設名を職権にて削除する。 

 

（改訂平成２３・１１）  
 


